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（役員、評議員及び会計監査人の設置）
第５条　この法人に、次の役員を置く。
　一　理事　６人以上８人以下
　二　監事　２人
２　この法人に、評議員７人以上１４人以下を置く。
３　この法人に、会計監査人２人を置く。
４　評議員の実数は、理事の実数を超える数でなければならない。

（理事の選任）
第７条　理事は、次の各号に掲げる者とする。
　一　学長及び校長のうちから理事選任機関において選任した者　２人
　二　前号に掲げるもののほか、理事選任機関において選任した者　４人以上６人以下
２　前項第一号に定める理事は、その職を退いたときは理事の職を失うものとする。
（理事の任期）
第９条　理事の任期は、選任後４年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
　ただし、任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の残任期間とすることができる。

（監事の選任）
第２２条　監事は、評議員会の決議によって選任する。
２　前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。
３　評議員会は、監事の総数が２人を下回ることとなるときに備えて、補欠の監事を選任することができる。
（監事の任期）
第２４条　監事の任期は、選任後４年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
　ただし、任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の残任期間とすることができる。

（評議員の選任）
第３１条　評議員は、次の各号に掲げる者とし、評議員会において選任する。
　一　この法人の職員のうちから選任した者　２人以上４人以下
　二　この法人の設置する学校を卒業した者で年齢２５年以上のもののうちから選任した者 ２人以上４人以下
　三　学識経験者のうちから選任した者　３人以上６人以下
２　前項第一号に定める評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは評議員の職を失うものとする。
（評議員の任期）
第３３条　評議員の任期は、選任後４年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとす
　る。ただし、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。


